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平成27年2月 

消費者庁取引対策課御中 

経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室御中 

 

     特定商取引法（通信販売部分）見直しに関する要望 

 

一般社団法人ECネットワーク 

理事 沢田登志子 

 

 2003年よりインターネット取引に係る消費者トラブルの相談に対応してきた立場から、

下記の通り、要望を提出いたします。 

 

記 

 

１． 課題の正確な把握 

  

 様々な資料において、PIO-NET等のデータを根拠に「インターネット取引（通信販売）

に関する相談件数が増加」と記載されている。 

 しかし、この中には、アダルト情報サイトや出会い系サイトなど、通常のインターネッ

ト通販とはやや異なるサービスに関する苦情が多く含まれるとある1。 

 また、インターネット通販に分類されるものの中には、海外事業者による模倣品販売や

なりすましECサイトによる被害（詐欺被害に近いもの）が相当数含まれていると想像され

る。 

 インターネットを介し、海外事業者と国境を超える取引を行った結果の消費者トラブル

が年々増加していることは、消費者庁越境消費者センター（CCJ）の公表データ2から明ら

かであり、相談現場の実感とも一致する。 

 まずは、事業者の所在を含め、これらのトラブル実態をきちんと分析し、「詐欺として取

り締まるべき事例」「特商法における課題として検討すべき事例」「現行法に違反している

が海外事業者であるために執行が難しい事例」等に類型化した上で、それぞれの課題に最

も適した解決策を検討することが必要と考える。 

 

２．規制の効果検証 

 

 新たな規制を検討する前提として、これまでの規制によって、どれだけの効果が挙がっ

たかを検証することは必須である。 

 例えば、2008年改正における広告メールのオプトイン規制は、オプトアウト規制導入後

も消費者のもとに届く迷惑メールが一向に減らないために導入されたと理解している。オ

プトインにすれば格段に執行がしやすくなる、というのが当時の政策当局の説明であった。 

                                            
1 平成 26年 8月「特商法関連被害の実態把握等に係る検討会」報告書 P.9脚注 1。 
2 「平成 25年度越境取引に関する消費者相談の国際連携の在り方に関する実証報告書」

http://www.cb-ccj.caa.go.jp/25fy_cc.pdf 
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 オプトイン規制導入後、どれだけの執行が行われ、迷惑メールの総数がどれだけ減少し

たかを定量的に分析・検証した上で、規制の拡大・強化によって更にどれだけの効果が見

込めるかを検討することが合理的と考える。 

 

３． ビジネス実態に応じた規制緩和 

 

 個人間で不要品などを売買する場を提供するスマートフォン・アプリが活況を呈してい

る。家庭の主婦が、副業として簡単にネットショップを開設できるサービスもある。 

 これらのサービスを利用して販売を行う個人は、特商法上の「事業者」に該当する場合

には、氏名（戸籍名）、住所、電話番号等の表示が義務づけられている。 

 しかし、会社に所属せず、事務所を持たない個人事業者の連絡先は「家庭」に他ならず、

芸能人などが本名で販売を行わなければならない合理的な理由はない。プライバシー保護

や犯罪予防の観点からは、個人の情報がウェブ上に開示されることは決して望ましくない。 

 一方、ネットショップを名乗って販売を行う以上、事業者として連絡先を明らかにする

のは当然要求されることであり、購入者もしくは購入を検討する消費者が販売者と連絡が

つかないという事態は避けるべきである。 

 何らかの代替的な手段で連絡が取れることを前提に個人事業者の表示義務を緩和する等、

販売者としての責任とプライバシー保護の適切なバランスが取れる制度とすることをご検

討いただきたい。 

 また、スマートフォンをはじめとする様々な機器に最適化された様々な注文プロセスが

開発される中、「申込みとなることの表示」や「確認・訂正機会の提供」の解釈・運用が柔

軟に行われることを期待する。海外事業者との公平性の観点からも、規制目的に合致した

ものである限り、多様な画面構成や確認方法が許容されるべきであると考える。 

 

以上 
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